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第22回十日町市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 平成３１年３月２５日（月）午後１時２９分から午後２時４９分 

２．開催場所 中里庁舎３階 大会議室 

 

３．出席委員 

 ①農業委員 ２３名 

会    長 12番 村山 隆義 

   会長職務代理 21番 樋口 富行 

１番 小林 幹司 ７番 若井 君男 14番 水品 直子 20番 古髙  悟 

２番 丸山 和之 ８番 北村 公太郎 15番 村山 幸夫 22番 島田 勝広 

３番 田中 茂夫 ９番 長津 俊男 16番 相澤 成一 23番 中島 勝志 

４番 菅井 太一 10番 須藤 英雄 
 

24番 富井 公一 

５番 柳   茂 11番 佐藤 三代治 18番 村山 太郎  

６番 庭野 喜由 13番 近藤 正男 19番 上原 貞俊  

欠席委員 17番 水品 正幸 

   

②推進委員（招集委員 19名） 

 
15番 川田  正 22番 髙橋 勝則 30番 宮原 大樹 

６番 宮内 隆和 17番 宮澤 貞二 24番 山田 正進 31番 髙橋 清一 

９番 綱  大介 18番 山家 勝一 25番 南雲 市郎 32番 村山 浩一 

12番 佐野 幸男 19番 中村 庄平 28番 山賀巳喜夫 33番 江口 隆雄 

14番 金澤 拓男 21番 村山 進一 29番 佐藤達次郎  

欠席委員 ３番 長津 高吉 

 

４．議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員選出 

 

  日程第２ 農地法等の規定に基づく報告について 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について (18件) 

報告第２号 農地転用事実確認願いについて (2件) 

報告第３号 農地法の適用を受けない事実確認願いについて (1件) 

報告第４号 農用地利用配分計画について (新潟県農林公社 6件) 

 

日程第３ 農地法の規定による許可申請処理について 

   議案第１号 農地法第５条の規定による許可書の取消申請について（1件） 

議案第２号 農地法の許可に対する事業計画変更承認申請について（1件） 
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議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（9件） 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請について（1件） 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について（8件） 

 

日程第４ 十日町市農用地利用集積計画について 

   議案第６号 十日町市農用地利用集積計画について 

・利用権設定、所有権移転（110件） 

 

日程第５ 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

   議案第７号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

 

その他 

 

５．農業委員会事務局職員 

本    局 事務局長  桒原  茂 松 代事務所 係  長  柳  高浩 

本    局 次  長  富井  悟 松 代事務所 臨時職員  宮沢真奈美 

本    局 臨時職員  恩田 栄子 松之山事務所 係  長  樋口 利一 

十日町事務所 主  査  宮澤 国彦 松之山事務所 臨時職員  福原 洋子 

川 西事務所 主  任  上村 和輝  

 

６．会議の内容 

   別紙の通り 
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６．会議の内容 

村山議長 それでは、これより第22回農業委員会総会を開会いたします。 

     本日の出席状況ですが、17番委員から欠席の届けが出されております。した

がいまして、24名中１名の欠席でございますが、在任委員の過半数が出席であ

りますので、第22回総会が成立することを宣言いたします。 

     次に、日程第１の議事録署名委員の選出でございますが、議長に一任願えれ

ば幸いですが、いかがでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、指名させていただきます。 

     第22回議事録署名委員は、18番委員と21番委員のご両名からお願いいたしま

す。 

     あわせて、記録につきましては事務局に一任願えれば幸いですが、いかがで

しょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 はい、ご承認いただきましてありがとうございます。では、そのように進め

させていただきます。 

     続きまして、日程第２、農地法等の規定に基づく報告についてでございます。

報告事項は、第１号から第４号までございますが、全ての報告が終わりました

らご質問、ご意見等をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

     それでは、事務局、報告願います。 

     【報告第１号～第４号説明】 

村山議長 ただいま事務局から第１号から第４号まで報告ございましたが、ご意見、ご

質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 ご意見が特にないようでございますので、では先に進めます。続きまして、

日程第３、議案第１号「農地法第５条の規定による許可書の取消申請について」

１件が申請されております。この件について、ご審議をお願いいたします。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案書１ページ、議案第１号をご覧ください。今月は、農地法第

５条の規定による許可書の取消申請が１件ございました。当案件は当時、平成

23年５月18日で住宅建築敷地として許可がされておりましたが、県道当間土市
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停車場線の拡幅の関係で建築を保留しておりました。今回建築計画の見直しを

行うため取り消しでございます。なお、この案件と同時に５条申請がありまし

たので、関連として議案第５号で説明させていただきたいと思います。ご審議

をお願いいたします。 

村山議長 議案第１号のこの案件につきまして、担当委員より説明願います。 

１８番  報告のとおり両者に確認したところ、間違いないということだったので、よ

ろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご質問ございません

でしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、改めてお諮りいたします。 

     農地法第５条の規定による許可書の取消申請について、この１件につきまし

て許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょう

か。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     続きまして、議案第２号「農地法の許可に対する事業計画変更承認申請につ

いて」、１件出されております。この内容につきましてご審議お願いいたした

いと思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案書第３ページの議案第２号をご覧ください。今月は、農地法

の許可に対する事業計画変更承認申請が１件ございました。農地転用の許可後

に転用の目的達成が困難で、転用できなくなった理由にやむを得ない事情があ

り、新たに転用目的が適正である場合には、事業計画の変更の承認を受ける必

要があります。説明は以上になります。 

村山議長 議案第２号のこの案件につきまして、担当委員に説明願います。 

２３番  ３月15日に川西支所で担当者と雪があるため航空写真にて確認いたしまし

た。この案件は、12月の総会に宅地拡張敷地及び庭園敷地ということで１回案

件が出たんですけども、家族で話し合った結果、新たに新しい家を建てかえる

ということになったので、新たに申し出をしたそうです。あとは記載どおりで

すが、よろしくお願いします。 
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村山議長 ただいま担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご質問等ございませ

んでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 質問等ないということでございますので、改めて議案第２号「農地法の許可

に対する事業計画変更承認申請について」、この１件につきまして許可するこ

とに決定いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしでありますので、そのように決定させていただきます。 

     それでは、続きまして議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」、９件の申請が出ております。この内容につきましてご審議をお願いい

たしたいと思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案書４ページ、議案第３号をご覧ください。今月の農地法第３

条の許可申請は９件です。 

     本会議の農地法第３条の許可申請ですが、農地法第３条第２項各号には該当

しないため、許可要件の全てを満たしています。 

     【議案第３号、１４番朗読】 

村山議長 14番の案件につきまして、担当委員に説明願います。 

１３番  この場所は、下条の山根です。17日に土地所有者、それから受け人を訪問し

て確認してまいりました。また、渡し人にも電話で確認いたしました。それぞ

れ記載の内容に間違いないことでありましたので、よろしくお願いします。 

村山議長 ちょっと確認をさせていただきますが、所有者の○○さんから△△さんが借

りていて、それが変更になるという意味合いということでよろしいんですね。 

１３番  はい、これ私も借り手、借り手ということで変な話だなと思ったんですが、

15日に十日町事務所で、場所も航空写真で確認しました。お父さんが高齢でや

れなくなって、今度□□さんのほうにお願いするという形なんだそうで、ちょ

っとこういう方法もあるんだというのは十日町事務所の話でございました。 

村山議長 ちょっと紛らわしいような部分もあるかと思いますが、事情がこういうこと

だそうでございますので、ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 ないようですので、15番、16番関連のようですので、続けて説明願います。 



 

6 

 

     【議案第３号、１５番・１６番朗読】 

村山議長 15番、16番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１５番  ３者に確認してまいりました。出し手の○○さんは、かなりもう以前に松之

山から出られまして、それで財産処分をしたいということで、この受け手の２

人の方にお願いしたということでございました。３者に確認しましたので、間

違いございません。よろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では17番説明願います。 

     【議案第３号、１７番朗読】 

村山議長 17番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２２番  ○○さんは△△さんの孫に当たります。92歳まで、昨年まで耕作していたん

ですが、今回土地を譲り渡して○○さんのほうで行うということでございまし

た。両者確認をいたしまして、記載どおり間違いがありませんので、よろしく

お願いします。 

村山議長 17番の案件につきまして担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご質

問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では18番説明願います。 

     【議案第３号、１８番朗読】 

村山議長 18番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２３番  ○○さんのほうから事前に相談があったんですけども、もともと△△さんの

裏の田んぼを○○さんから何年か前に全部まとめて買ったつもりだったそう

です。ところが、この土地がちょっと残っていたということで、今回贈与して

土地を譲り渡すということに決まったそうです。あとは記載どおりです。よろ

しくお願いします。 

村山議長 18番の案件につきまして担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご質

問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では19番説明願います。 

     【議案第３号、１９番朗読】 
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村山議長 12番の私の担当ですので、説明させていただきます。 

     この場所につきましては、西小学校の前のところになります。今回ここにも

書いてございますように、博物館が今建設されておりますが、その敷地の中に

現在○○さんの住宅があるということで、この後５条申請もありますが、西小

学校の前に住宅と、住宅用地の後ろのほうになるんですが、今田になっていま

すが、この後家庭菜園というようなことで、畑で利用したいということで今回

こういう申請になりました。以上です。 

     19番の案件につきましてご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では20番説明願います。 

     【議案第３号、２０番朗読】 

村山議長 20番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２１番  両者確認しました。記載どおり間違ありませんでした。以上、よろしくお願

いします。 

村山議長 20番の案件につきまして、担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では21番説明願います。 

     【議案第３号、２１番朗読】 

村山議長 では、21番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１６番  両者に確認してまいりました。場所につきましては、受け人の家の後ろに当

たります。記載のとおり間違ありませんでしたので、よろしくお願いします。 

村山議長 21番の案件につきまして、担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では22番説明願います。 

     【議案第３号、２２番朗読】 

村山議長 22番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１３番  十日町事務所で航空写真にて場所を確認いたしました。場所は、下条の上新

田です。それで場所は受け人の住宅の隣という場所でございます。それでこの

関係は、２人は兄弟であります。この17日に双方訪問して確認してまいりまし

た。記載内容に間違ないということでありましたので、よろしくお願いいたし
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ます。 

村山議長 ただいま22番の案件につきまして、担当委員より説明がございましたが、ご

意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 ないようでございますので、それでは議案第３号「農地法第３条の規定によ

ります許可申請について」、９件の審議が終わりましたが、改めてお諮りいた

します。 

     この９件につきまして、許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異

議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     続きまして、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請について」、

１件の申請が出されておりますので、これにつきましてご審議をお願いいたし

ます。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案書７ページをご覧ください。今月の農地法第４条の許可申請

は、１件です。 

     【議案第４号、２番朗読後、説明】 

村山議長 ２番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１５番  ３月11日に事務局と現地を確認してまいりました。この土地のほうは、家の

すぐ脇にあるもので、除雪もされていて確認することができました。その後、

３月18日、本人にお会いして確認してまいりました。家の横ですので、車庫に

して冬期間も車庫として利用できるようにしたいという話でありました。よろ

しくお願いいたします。 

村山議長 ２番の案件につきまして、担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、改めて議案第４号「農地法第４条の

規定による許可申請について」、１件許可することに決定いたしたいと思いま

すが、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 
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村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     続きまして、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請について」、

８件の申請が出ておりますので、この内容につきましてご審議をお願いいたし

たいと思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案書８ページ、議案第５号をご覧ください。今月の第５条許可

申請は、８件です。 

     【議案第５号、６番朗読後、説明】 

村山議長 ６番の案件につきまして、担当委員より説明願います。 

１３番  場所は、下条の漉野です。この15日に十日町事務所で担当から申請内容の説

明を受けました。それで17日に受け人を訪問しましたが、本人不在で奥さんに

確認いたしました。渡し人には電話で確認いたしました。双方とも記載内容に

間違いないことでありましたので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 ６番の案件につきまして、担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、次に７番の説明願います。 

     【議案第５号、７番朗読後、説明】 

村山議長 ７番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１８番  現地確認と両者に会って確認いたしました。親子間の契約で、記載どおり間

違いございません。よろしくお願いします。 

村山議長 ７番の案件につきまして、担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 ないようでございますので、次に８番説明願います。 

     【議案第５号、８番朗読後、説明】 

村山議長 この案件につきましては12番の私の担当ですので、説明します。 

     場所につきましては西小学校の前です。それでこの住宅部分は道路に面した

部分で、その後ろのほうの残地を家庭菜園ということで、農地で取得するとい

うことでございます。以上です。 

     ８番の案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 
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     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、９番、連名になっているようでござ

いますので、９番の案件につきまして説明願います。 

     【議案第５号、９番朗読後、説明】 

村山議長 ９番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１６番  ３者に確認してまいりました。この案件につきましては、松之山支所の事務

局にて航空写真で確認しました。場所につきましてはキョロロと美人林の間の

ところの○○というのがあるんですけども、その前のちょっとくぼみのような

ところです。初めは小屋を建ててやりたかったそうですけども、排水がうまく

いかないということで、キッチンカーという形で商売したいということでし

た。記載のとおりで間違いありませんでしたので、よろしくお願いします。 

村山議長 ９番の案件につきまして、担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、次に10番、説明願います。 

     【議案第５号、１０番朗読後、説明】 

村山議長 10番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  ３月12日に十日町事務所において説明をいただきまして、３月17日に両者に

確認してまいりました。場所は、城之古の工場団地の入り口に当たります。確

認の上、間違いないということでございますので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 10番の案件につきまして、担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、次に11番の説明願います。 

     【議案第５号、１１番朗読後、説明】 

村山議長 12番の私の担当ですので、説明させていただきます。 

     場所につきましては、○○があるその北側の△△との間の農地です。今回賃

借ということで、□□の今までの店舗が、契約が切れるということで、今回こ

ういう申請になったということでございます。以上です。 

     この案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にないようですので、次に12番の説明願います。 
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     【議案第５号、１２番朗読後、説明】 

村山議長 12番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２４番  ３月19日に事務局長より説明を受けまして、航空写真にて現場を確認いたし

ました。場所は、桂集落内で集落の中心部の市道沿いになります。両者に電話

で確認をしました。記載のとおり間違いありませんでした。よろしくお願いし

ます。 

村山議長 12番の案件につきまして、担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 ないようでございますので、次に13番につきまして説明願います。 

     【議案第５号、１３番朗読後、説明】 

村山議長 13番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  ３月12日に十日町事務所にて説明を受け、17日に両者に確認してまいりまし

た。両者の親御さんが当時境界線を真っすぐにするために土地を交換したとい

うことで、それでもういいんだと思ってそこに車庫をつくってしまいました。

そのときにちゃんと手続をとっておけばよかったなと深く反省しておりまし

た。あとは記載のとおりで間違いございませんので、よろしくお願いいたしま

す。 

村山議長 13番の案件につきまして、担当委員より説明がございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、それでは議案第５号「農地法第５条

の規定による許可申請について」、８件の審議が終わりました。改めてお諮り

いたします。８件につきまして、許可することに決定いたしたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     では、ここで10分間休憩を入れたいと思います。 

      休憩（１４:１８～１４:３０） 

村山議長 では、議事を再開いたしたいと思います。 

     日程第４、議案第６号の農業経営基盤強化促進法第18条１項の規定による
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「十日町市農用地利用集積計画について」でございます。 

     新規設定、再設定、そして所有権移転を含めまして、110件が出されており

ます。この利用集積計画については、所有権移転２件を含む新規設定58件と借

り手変更21件を含む再設定52件、計110件についてご審議いただきたいと思い

ます。 

     なお、本案件につきましては事務局の読み上げを行わず、順次担当委員より

確認報告をお願いし、最後に一括して質問、ご意見を受ける方法でいきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

     では、事務局より概要につきまして説明願います。 

事務局  それでは、議案書11ページをご覧ください。今月の農用地利用集積計画につ

いての案件は、新規の利用権設定が36件、所有権移転が２件、利用権の再設定

が72件で、合計110件でした。 

     以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件を

満たしていると考えます。以上です。 

村山議長 では、これより各委員から確認報告をお願いいたしたいと思います。では、

304番。 

（推）２１番 307番もあわせて報告してもよろしいでしょうか。 

村山議長 はい、304番と307番お願いします。 

（推）２１番 ○○さん及び△△さんに電話にて確認させていただきました。記載のと

おりでございます。よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、305番。 

（推）２４番 両者に電話にて記載内容を確認いたしました。間違いございませんでし

たので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 次、311番。 

（推）２５番 契約者双方に確認いたしましたところ、間違いございませんでした。 

村山議長 次、317番。 

 ９番  ３番推進委員の案件ですが、本日欠席ですので代わりに報告いたします。両

者確認して間違いないということでご報告を受けております。よろしくお願い

いたします。 

村山議長 次、325番。 

（推）９番 双方に電話で確認いたしました。記載内容に間違いはございません。よろ

しくお願いします。 
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村山議長 次、327番。 

（推）３３番 327番と331番、両方報告してもよろしいでしょうか。 

村山議長 はい。 

（推）３３番 327番のほうは両者に会って確認をしてまいりました。記載のとおり間

違いはございません。同じく331番のほうは、双方に電話にて確認をしたとこ

ろ、間違いがないということですので、よろしくお願いします。 

村山議長 次に、328番、329番、続けてお願いします。 

（推）３３番 組合の代表の方にお会いいたしまして、あと２人の方に電話で確認いた

しました。記載どおり間違いないということですので、よろしくお願いします。 

村山議長 次、333番、334番。 

（推）１５番 ○○さんに確認をいたしました。間違いないそうです。お願いいたしま

す。 

村山議長 次、337番。 

（推）１７番 間違いないそうです。よろしくお願いします。 

村山議長 では、339番、340番。 

（推）１５番 ○○さんと△△さんに確認をいたしました。間違いないそうです。よろ

しくお願いいたします。 

村山議長 次、341番。 

（推）１８番 記載どおり間違いありませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 次、345番、346番。 

（推）３０番 双方確認とりまして、記載内容に間違いございません。よろしくお願い

します。 

村山議長 では、356番。 

１０番  ６番推進委員の関係の案件なので、私のほうでかわって報告させていただき

ます。記載内容間違いございませんでした。両者電話にて確認しております。

よろしくお願いします。 

村山議長 次に、369番、370番。 

（推）１９番 双方に確認させていただきました。議案書のとおりで間違いございませ

ん。対価が余りにも安いので、そのところだけしっかりと聞いてきましたので、

ご報告させていただきます。出し手のほうがかなり受け手を探していたんです

けど、なかなか見つからなかったというようなことで、ただでもいいからやっ

て欲しいというお話でした。それで、対価がこういう安い金額になっておりま
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す。双方確認しております。 

     続きまして370番、双方確認してきました。出し手のほうには電話で、受け

手のほうにはお会いして確認させていただきました。これも金額的にちょっと

安いんじゃないかなと思ったんですけども、受け手のほうがこの金額じゃなけ

れば受けないというようなお話だったそうです。双方確認してきましたので、

よろしくお願いいたします。 

村山議長 では、続きまして377番、380番、382番、384番、386番、387番説明願います。 

（推）３３番 借り手の○○さんは、もともと地域おこし協力隊にいたんですが、その

まま残っていただいて新しく農業をしたいということで、ほとんど地元の近く

のところを貸してもらったということでいろいろ確認いたしましたが、間違い

ないということですので、よろしくお願いします。 

村山議長 次に、393番。 

（推）３０番 双方確認とりまして、記載内容間違いございません。よろしくお願いし

ます。 

村山議長 次、399番、400番。 

（推）３０番 こちらも地域おこし協力隊が終わりまして、新規就農という形で貸すと

いうことで、双方確認とりまして、記載内容間違いございません。お願いしま

す。 

村山議長 次、401番。 

（推）２１番 電話にて確認させていただきました。記載のとおりでございます。よろ

しくお願いいたします。 

村山議長 次に、402番。 

（推）２２番 確認いたしました。記載内容に間違いはございませんので、よろしくお

願いいたします。 

村山議長 次、407番、408番。 

（推）３１番 ３者に確認してきました。408番の出し手の方が、年寄りのばあちゃん

が、留山ダムのすぐ近くの田んぼがある、恐らく600ｍぐらいのところと思い

ますが、借りている方に道で会うたびつくってくれと言っていました。私も何

とか我慢して頑張ってつくって下さいということで、励ましながら話を聞いて

きました。以上です。 

村山議長 次に、410番。 

（推）２１番 それでは、３筆続けて私の担当ですので、あわせて報告させていただき
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ます。 

     410番、○○さん、411番、△△さん、412番、△△さんに電話にて確認させ

ていただきました。記載のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、310番。 

（推）２４番 両者に電話にて確認いたしました。記載内容に間違いございませんでし

たので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 次、318番。 

（推）１４番 両者に伺ってまいりまして、記載どおり間違いないそうですので、よろ

しくお願いいたします。 

村山議長 次に、323番。 

（推）１２番 ○○さんとそれから△△さんに電話で確認してまいりました。記載内容

に間違いありません。よろしくお願いします。 

村山議長 次、324番。 

（推）９番 双方に電話で確認しました。間違いありません。お願いします。 

村山議長 次、365番、366番。 

（推）２９番 ○○さんと●●さんとは親子関係です。それから、366番については△

△さんと□□さん、両者に確認しました。両案件とも前の借り受け者は◎◎さ

んでありまして、◎◎さんのほうにも確認し、間違いありません。よろしくお

願いします。 

村山議長 次、371番。 

（推）２８番 ○○さんには電話で確認しました。また、△△さんは今月13日にお亡く

なりになり、奥様のほうに連絡をとり確認いたしました。記載に間違いないこ

とをご報告いたします。 

村山議長 済みません、△△さんがお亡くなりになったということですか。 

（推）２８番 はい、そうです。 

村山議長 だと、変更しないといけないということですね。 

（推）２８番 いいえ、いいと言ったらしいです。 

事務局  この案件は本局の係長と相談して、奥さんがいらっしゃって、一応推定相続

人の奥さんに確認してもらって、今回それで通していただくという形です。申

請後に亡くなられたんです。 

村山議長 そうですよね。 

事務局  申し出後なんですけども。 
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村山議長 じゃ、一応推定相続人がもう確立されているということで、受け付けたとい

うことでよろしいのでしょうか。 

事務局  はい。 

村山議長 では、そういうことだそうでございます。 

     次に、373番、374番、375番、376番、378番、379番、381番、383番まで確認

報告願います。 

（推）３３番 今までほとんどが松之山の公社のほうに貸していたのを、今度個人で新

しく借りるということになったところです。数ありますが、確認しましたので、

よろしくお願いします。 

村山議長 では次に、392番、394番、395番、396番、397番お願いします。 

（推）３０番 記載内容に間違いございませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 では、388番。 

（推）３３番 こちらも電話で確認したところ、記載内容に間違いないということでし

た。よろしくお願いします。 

村山議長 では、409番。 

（推）１８番 409番も確認いたしました。記載どおり間違いありませんでした。よろ

しくお願いします。 

村山議長 ありがとうございました。では、これで新規設定、所有権移転、借り手変更

含む再設定、合計110件について各委員さんから確認報告いただいたわけです

が、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特に意見がないようでございますので、この計画に基づきまして利用権の設

定と移転を進めるように市に回答いたしたいと思いますが、ご異議ございませ

んでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしでありますので、そのように回答させていただきます。 

     続きまして、日程第５、農用地利用配分計画（案）に対する意見についてで

ございます。これにつきまして事務局、説明願います。 

事務局  それでは、議案書39ページ、議案第７号をご覧ください。 

     議案の左側は農林課から平成31年３月11日付十農林第1606号、農用地利用配

分計画（案）の意見聴取についての記載と、右側にはそれに対する農業委員会

の意見案を記載しております。 
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     また、40ページは農用地利用配分計画（案）となっております。内訳として

は、先ほど議案第６号の「農用地利用集積計画について」ご審議いただきまし

た中に、農地中間管理機構経由で貸したいものが10件と移転の４件です。移転

とは、既に公社との契約があり、借り受け者の変更があったものでございます。

表の左から２列目に強化法ナンバーとありますとおり、こちらの番号が議案書

の農用地利用集積計画の受け付け番号で、その右側へ順に土地の所有者、借り

受け者の住所、借り受け者の氏名、応募者リストナンバーを表示しております。

一番右側に口座の振り込み日を表示しております。農用地利用配分計画（案）

に対する意見については、土地の効率的かつ総合的な利用を図る観点から、異

議ないものと認めますとして農林課に送付したいと思いますが、ご審議をお願

いします。 

村山議長 では、ただいま事務局より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございま

せんでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にご意見、ご質問ないようでございますので、議案第７号、農用地利用配

分計画（案）に対する意見につきまして、異議なしで回答いたしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 全員異議なしでありますので、そのように回答させていただきます。 

     続きまして、その他でございますが、皆様の中で情報提供なりご意見等ござ

いますでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にないようでございましたら、これをもちまして総会を閉じさせていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、特に情報提供等ないようでございますので、これをもちまして第22

回総会を終了いたします。協力ありがとうございました。

 


